
退職金等請求時の口座確認手続きの見直しについて 
 

退職金等をご請求いただく際は、請求書の「金融機関記入欄」に金融機関口で口座確認印の押

印を受けてご提出していただいておりますが、令和３年１月より窓口による口座確認の押印または、

預金通帳等のコピーの添付による手続きも可能となりました。 
具体的には、預金通帳のコピー（金融機関名、支店名、口座名義人（カタカナ）、普通預金口座

番号の面）を添付していただくことで、受取金融機関の窓口での口座確認は不要となります。 
ゆうちょ銀行を希望の場合、下記のとおり、金融機関名、口座名義人、普通預金口座番号（青字

の部分）を記入のうえ、預金通帳のコピーを添付してください。 
なお、振込先金融機関の合併等があった場合は、新預金通帳に切替えのうえ、普通預金通帳の

コピーを添付してください。 
 

 


